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  休刊のお知らせ

 次週号は休刊とさ

 せていただきます。

 次回は５月７日(火)

 号となります。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ４／２２(月) 仏滅

 　　２３(火) 大安　春の園遊会

 　　２４(水) 赤口

 　　２５(木) 先勝　日本銀行の金融政策決定会合（～２６日）

 　　２６(金) 友引　パリ五輪開幕まで３ヵ月

 　　２７(土) 先負

 　　２８(日) 仏滅　衆議院３補欠選挙投開票、競馬・天皇賞

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 4/15(月) 39,233  ▼291  153.90 ▼0.66

   16(火) 38,471  ▼762  154.39 ▼0.49

   17(水) 37,962  ▼509  154.61 ▼0.22

   18(木) 38,080  △118  154.27 △0.34

   19(金) 37,068 ▼1012  154.47 ▼0.20

給与所得者の定額減税（月次減税）Ｑ＆Ａ

　給与所得者に対する所得税の定額減税（本人と扶

養親族等の人数×３万円）は、給与の支払者のもと

で本年６月以後に支払う給与等の源泉徴収税額から

控除（控除しきれない金額は以後の給与等の源泉徴

収税額から順次控除）する「月次減税」を行います。

◆Ｑ＆Ａ

Ｑ．月次減税の対象となる「基準日在職者」とは？

Ａ．本年６月１日現在で勤務している方のうち、扶

養控除等申告書を提出している居住者（甲欄適用

者）が該当し、一律に月次減税の適用を受けます。

Ｑ．減税額の計算に当たり扶養親族等の確認は？

Ａ．減税額の計算に含める同一生計配偶者や扶養親

族（いずれも居住者に限る）は、提出された扶養控

除等申告書により確認を行い人数を把握します。た

だし、扶養控除等申告書に記載されていない同一生

計配偶者（所得金額９００万円超である基準日在職者

の場合）等は、「源泉徴収に係る申告書」の提出を

受けることで減税額の計算に含めることができます。

Ｑ．扶養控除等申告書に記載されている「源泉控除

対象配偶者」を減税額の計算に含める？

Ａ．「源泉控除対象配偶者」には所得金額９５万円以

下の配偶者が記載されていますが、減税額の計算に

含める「同一生計配偶者」は所得金額４８万円以下の

居住者です。そのため「源泉控除対象配偶者」のう

ち所得金額４８万円超の方や非居住者は含めません。

Ｑ．減税額の計算に含める扶養親族は？

Ａ．扶養控除等申告書に記載された「控除対象扶養

親族」や扶養控除等申告書の住民税に関する事項に

記載された「１６歳未満の扶養親族」のうち、居住者

である方を計算に含めます。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５１６

「代表取締役等住所非表示措置」の創設

　商業登記規則等の改正により、登記事項証明書

等に株式会社の代表取締役等の住所を一部表示し

ないことができる「代表取締役等住所非表示措

置」が本年１０月から施行されます。

　これは、代表取締役等のプライバシー保護を図

る措置で、代表取締役等の住所が登記される登記

申請（代表取締役等の就任や住所移転など）と併

せて本措置を希望する申出を行うことで、住所の

表示を最小行政区画（市区町村）までにできます（法

律上の利害関係がある者は住所を確認可能）。

　なお、本措置により登記事項証明書等で代表者

の住所を証明できなくなるため、融資や取引で不

都合が生じる場合があることに留意します。

★☆★ ５月のチェックポイント ★☆★

※ 取引先のゴールデンウィークの休業日程を確認

して納品や集荷などに支障がないようにします。

※ 個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、

徴収に備えて賃金台帳に転記します（定額減税

の実施により徴収方法が例年と異なります）。

※ 固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容

が適正かチェックして納付期限を確認します。

※ 自動車・軽自動車の所有者（４月１日時点）に

対して自動車税・軽自動車税の納税通知書が届

くので納付期限を確認します。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５１６                    ２０２４． ４．２２ 

給与所得者に係る所得税の定額減税（月次減額事務）の対象者等を確認 

◆月次減税の概要 

 給与所得者に係る所得税の定額減税については、主たる給与の支払者が令和 6 年 6 月 1 日以後

最初に支払う給与等に係る源泉徴収税額から月次減税額を控除（除しきれない部分の金額は、以後

令和 6 年中に支払う給与等に係る源泉徴収税額から順次控除）する月次減税を行います。 

 月次減税額は、①本人（居住者に限る）3 万円、②同一生計配偶者及び扶養親族（いずれも居住

者に限る）1 人につき 3 万円の合計額となるため、月次減税事務では各人別の月次減税額と各月の

控除額等を管理することになります。 

◆控除対象者等の確認 

 月次減税事務では、 まず月次減税の対象となる基準日在職者を確認し、月次減税額の計算に含

める同一生計配偶者や扶養親族を把握する必要があります。 

◎月次減税の対象となる「基準日在職者」 

 令和 6 年 6 月 1 日現在、給与の支払者のもとで勤務しており、給与等の源泉徴収において源泉

徴収税額表の甲欄が適用される居住者（扶養控除等申告書を提出している方）が月次減税の対象と

なる「基準日在職者」に該当し、基準日在職者は一律に月次減税額の控除を受けることになります。 

 なお、＊令和 6 年 6 月 1 日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉

徴収において源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者（扶養控除等申告書を提出してい

ない方）、＊令和 6 年 6 月 2 日以後に勤務することとなった方、＊令和 6 年 5 月 31 日以前に退

職した方、などは月次減税の対象になりません。 

◎月次減税額の計算に含める同一生計配偶者や扶養親族の確認方法 

 月次減税額の計算に含める同一生計配偶者や扶養親族は、令和 6 年 6 月 1 日以後最初の月次減

税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書により確認し、人数を把握します。ただし、

扶養控除等申告書に記載されない同一生計配偶者（令和 6 年中の所得金額の見積額が 900 万円超

である基準日在職者の同一生計配偶者）等については、基準日在職者から「源泉徴収に係る申告

書」（令和 6 年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書）の提出を受けることで月次減税額の計

算に含めることができます。 

※全ての基準日在職者から加算対象となる同一生計配偶者と扶養親族を記載した「源泉徴収に係る

申告書」の提出を受けて確認する方法も可能。 

◎「源泉控除対象配偶者」のうち「同一生計配偶者」を確認 

 基準日在職者が提出した扶養控除等申告書に記載されている「源泉控除対象配偶者※」のうち、

所得金額の見積額が 48 万円以下で、かつ居住者である「同一生計配偶者」を月次減税額の計算に

含めることになります。そのため「源泉控除対象配偶者」の所得金額等を確認して「同一生計配偶

者」に該当するかを判定します。なお、所得金額 48 万円超の配偶者は配偶者自身の所得税におい

て定額減税額の控除が行われます。 

※「源泉控除対象配偶者」とは、所得金額 900 万円以下の給与所得者と生計を一にしており、所

得金額 95 万円以下の配偶者をいいます。 

◎所得金額 900 万円超の基準日在職者の「同一生計配偶者」を確認 

 令和 6 年中の所得金額の見積額が 900 万円超の基準日在職者の配偶者については、所得金額

48 万円以下の「同一生計配偶者」であっても「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、扶養控

除等申告書に記載されていませんが、基準日在職者から同一生計配偶者について記載した「源泉徴

収に係る申告書」の提出を受けた場合は月次減税額の計算に含めることができます。 

◎「控除対象扶養親族」を確認 

 基準日在職者が提出した扶養控除等申告書に記載されている「控除対象扶養親族」のうち、居住

者である扶養親族を月次減税額の計算に含めます。 

◎「16 歳未満の扶養親族」を確認 

 基準日在職者が提出した扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に記載されている「16 歳

未満の扶養親族」のうち、居住者である扶養親族を月次減税額の計算に含めます。 

 なお、扶養控除等申告書（住民税に関する事項）に「16 歳未満の扶養親族」を記載していなか

った場合は、令和 6 年 6 月 1 日以後最初の給与等の支払日の前日までに「16 歳未満の扶養親

族」を記載した扶養控除等申告書を再提出する等により月次減税額の計算に含めることができます。 


